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◆ 福島・郡山で101回の署名
郡山市での「9の日」宣伝行動は、全労連･県労連が提起する「憲法キャラバン」行動の一環として取り組まれ１２名が参加、署名は１４７筆を集めました。

　五月晴れの下、代わる代わるマイクを握って署名を呼びかけ、道行く人に改憲をめぐる情勢を訴えました。署名とカラー刷りのリーフレット配布し、反応は上々でした。

小学校低学年の男の子は、母親に署名のことを尋ね、母親が「戦争はだめだってことよ」と言うと、「ぼくもやってくる」とわざわざ戻って来て署名。中年の男性は「前もここで署名していなかった？」と質問。「今日で１０１回目になります」と答えると、「そりゃたいしたもんだ、がんばって」と激励。若い女性の二人連れの聾者の方も署名してくれました。

　郡山の行動に初めて参加した県労連の小川議長は、「郡山の署名行動についてはニュース等で知ってはいたが、今回ナマで体験してみて、そのすごさがよく分かった。信号待ちしている人たちのところに近寄っていって声をかけ署名してもらう。郡山がいつもたくさんの署名を集める秘訣がここにあることを実感した」と、感想を述べていました。

■署名行動後、共同センター拡大代表者会議
　署名終了後、地方労連会議室で拡大代表者会議を開きました。会議では、森代表があいさつ。小川議長が新聞切抜きの資料等を使っての情勢論と今後の活動に向けての方針を提起。「世論が変化しつつあることを踏まえながら、国民投票が2010年以降可能になることを見据えて、共同センターとして有権者過半数の署名をいかに集めるか、そのことを今後本気になって追求していく必要がある」と強調。県内の地域九条の会づくりなどの活動を紹介しながら、「郡山も含めて共同センターの活動はいまだ『点』の段階、『面』の運動をつくっていかねばならない。そのためには共同センターへの民主団体の結集の弱さを克服する必要がある」と指摘しました。

　続いて星事務局長が、毎週土曜の署名宣伝行動は、一種のデモンストレーションであって今後署名の数を真剣に追求していく必要がある、そのためには地域署名行動を進めなければならない。さらに学習運動をどう進めていくか、の２点に絞って方針を提起。　

小川、星の提起を受けて率直に討議。この中で、新婦人が「お花見署名」、郡山市職労は、高遠菜緒子さんを招いての学習講演会、職場での九条の会結成準備状況、社協労組での憲法署名などを報告。郡山市九条の会は学習をすすめることの必要性、重要性を指摘、その集大成として１１月に品川正治講演会を開催することが報告されました。

一方、憲法問題を自らの課題と結び付けての取り組みになっていない弱点が指摘され、それぞれの団体や組織でも「他人任せ」になっているのではないか、われわれの署名運動で大きな成果をあげてきたのは教育３０００万署名運動、それに学ぶ必要があるのではないか、といった意見も出されました。

予定時間を越えての議論となりましたが、郡山共同センターとしての今後の活動に関して、有権者過半数の署名にどう取り組むか、この課題をきっちりうけとめて、署名行動や会議への参加団体が固定化している現状を打破していく必要がある、そのためにはすべての構成団体に集まってもらって率直に議論し、意思統一を図ることの重要を確認して会議を終えました。

　

◆ 山梨 9条、25条を生かすキャラバン
5月30 日憲法改悪反対山梨共同センターの全県交流会が開催され、諸団体、国公、医労連、自治労連、自交、年金組合、ユニオンなどから40 名が参加。土井洋彦日本共産党憲法改悪反対闘争本部員が「憲法問題をめぐる情勢と闘いの方向」として講演。土井氏は、世論の変化やイラク派兵の違憲・違法判決に触れながら「軽視できない改憲派の巻き返し」を指摘、戦争と貧困をなくす攻勢的な闘いを呼びかけました。交流会では、山梨県労より清水局長が、5/6 日～ 30 日の憲法キャラバンの取組みを紹介しました。

■憲法網の目キャラバンで２３自治体と懇談
山梨県内の憲法キャラバンは、5月6 日の宣伝行動を皮切りに３０ 日までかけて多彩な取り組みを展開。各組合の奮闘により署名は新たに２０９６ 筆を集約、自治体訪問・懇談数は５ コース・４ 日間にわたり２２ 市町村と山梨県の２３ 自治体、５月２６日の主要駅頭早朝宣伝、同日の退勤時宣伝、県労キャラバンカーによる街頭宣伝などに取り組みました。また５・３ 憲法集会や５・３０ 学習会への取り組み、世界9 条世界会議参加に取り組みました。同時に自治労連は首長の憲法への思いをよせる投稿依頼、医労連は医師・看護師増やせの協力要請などに取り組みました。

◆ 岐阜 共同センターが県内７３箇所をキャラバン
憲法９条を守る岐阜県共同センターは５月１９日から５月２７日まで岐阜県内を２台の宣伝カーで回る、憲法キャラバンを行いました。このキャラバンは商店街などの７３箇所で宣伝をおこないのべ１７８人が参加しました。署名も１２５筆集まりました。街頭宣伝は参加した団体がそれぞれの団体の要求をのべながら実現するために憲法の大切さを訴えました。飛騨市では「９条を守れ」の宣伝を聞いていた高齢者の方が財布を取り出し「使って下さい」とカンパをいただきました。

　恵那市では「格差と貧困の問題」を職場から聞いていた男性が、宣伝を終えた後、窓越しから拍手をする場面や、運転手から「がんばって」と励ましをうける場面もありました。

◆ 長崎 核も戦争もない平和な世界を！
５月の憲法月間に、県労連が力を入れ県共同センターも参加して取り組んできた「自治体訪問・憲法宣伝キャラバン」行動は、９日の西海市、時津町訪問、１２日の諫早市内、島原半島宣伝に続き、２２日には松浦、平戸両市と北松・佐々、鹿町、江迎町を訪問しました。佐世保市内での早朝宣伝から始まった２３日には、波佐見、川棚、東彼杵の東彼３町を訪問、大村市内で宣伝行動をおこないました。
大村駅前での街頭宣伝・署名行動には、大村市9 条の会や、新婦人などから約20 人が合流。「核も戦争もない平和な世界を」と呼びかける高校生１万人署名活動の高校生も参加しました。横断幕やのぼり旗をかかげ、交代でマイクをにぎった参加者は、「二度と戦争はしないとの思いを一つに」「75 歳以上を差別する後期高齢者医療制度は廃止に」などと訴えました。学校帰りの高校生の2人連れは「彼氏を戦争にいかせたくない」と言って署名しました。五島からきたという若い男性も「がんばってください」と声をかけていました。
■自治体訪問・懇談、首長がメッセージ

長崎県労連や自治労連の代表らが訪れた佐々町の関耕二町長は、自らの戦争体験にもふれながら、「（自衛隊の）海外派兵には問題がある」「（より問題なのは）世界の紛争を解決するのは国連決議に拠ると言いながら、現実には日米安保の中で、アメリカの方針を否定し得ず、独自の行動をとり得ないこと」と、主体性のないわが国の外交・安保政策に懸念をのべました。同町長は、「憲法改正の論議ばかりが先走るのは危険」とのべ、２５条など国民の生存権や環境、福祉などの諸問題についても、いまの改憲論議は抽象的であり、「現憲法の中にどれだけ矛盾があるのか、国民に論点を周知するべき」と強調。「国民が生きていく上で、最も基幹とするべきものが憲法」と、住民の暮らしと憲法への思いを語りました。
◆京都 生協労組 店頭で130筆
京都生協労組では、平和運動部が中心となって、春と秋に店舗前で署名宣伝行動に取り組んでいます。この春も４月１２日に、コープ二条駅店前で、「憲法9条の改悪を許さない」「いま、すぐ核兵器の廃絶を」の２種類の署名にとりくみました。買い物に来られた組合員さんや店舗前を通行されているみなさんに、生協労連作成の憲法9条が書いてあるティッシュを配りながら署名の協力を呼び掛けました。当日は、ギターの得意な平和部員がにぎやかにうたいながら、楽しい雰囲気でとりくめました。

このとりくみも、もう何度か経験しましたが、この間の全国の９条の会のとりくみや情勢の変化からも、組合員さんの反応は、たいへんよく、二時間足らずの行動でしたが、約１３０筆の署名を集めることができました。
久しぶりに、この行動に参加した労組員から、組合員さんの反応もよく、楽しく行動に参加できた、今後も参加したい、という感想を寄せてくださいました。
今後も、春、秋の署名宣伝行動や平和行進、原水禁世界大会ととりくみを続けていきたいと考えています。
◆ 大阪 阪南地区で各地域ごと署名宣伝

阪南地区協では、大阪労連の「５月を憲法署名の強化月間と位置づけ、府下一斉の宣伝行動を」との提起を受け、各地域労連ごとに地域宣伝・署名行動を取り組みました。

各地域ともに日程的な都合があり、阪南地域での統一行動には至りませんでしたが、各地域ともに大阪労連の提起を真摯に受け止め、積極的な議論を経ての取り組みとなり９カ所のべ１２０人近くが行動に参加ました。

特に、泉大津・忠岡労連では、広範な市民に対して「憲法改悪を許してはダメ！平和を守りましょう」と積極的な呼びかけを行い、１時間という短時間にもかかわらず１２０筆の署名を集めるという成果を上げました。この背景には泉大津の年金者組合が、週２回市内を宣伝カーで回り、「憲法改悪反対」を広く市民に訴えてきた、というこの間の地道な取り組みが大きく関わっていると言えます。また、貝塚労連でも、この間、市職労や教組が責任団体となって取り組んできた「４駅宣伝」を、今回の宣伝行動でも実施し、広く市民に「憲法改革反対」に向けた共同の取り組みを訴えました。
■東大阪労連でも、宣伝署名行動を展開！

東大阪労連では、大阪労連の提起を受けて、５月１７日（土）午前１０～１２時憲法署名で地域に入りました。当日は９名が参加。ハンドマイク宣伝とノボリを持って行い、３隊で各戸に署名行動を行いました。留守が多く効率がよくないものの４１筆の署名が集まりました。ハンドマイクをしていると、「何の宣伝ですか」と声がかかり、署名をしてもらったり、通行人からも署名が集まりました。また、後期高齢者医療に対する怒りも大きく寄せられました。

　短信･ホットライン　　
■ 第7回憲法闘争全国交流集会
― イラク自衛隊派兵違憲判決の弁護団の講演　―
***　地域共同センターの代表を全国から　***
◎日　時　　08年6月21日（土）11：00～16：30

◎場　所　　「喜山倶楽部」（日本教育会館9階）東京都千代田区一ツ橋2-6-2　 
◎参　加　　共同センター構成団体、各都道府県・地域共同センターの代表者

◎申　込　　6月17日(火)まで。電話(03-5842-5611)　FAX(03-5842-5620)
◎講　演　　自衛隊イラク派兵違憲訴訟弁護団事務局長・山口創弁護士
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